
災害時におけるトイレカー等の相互応援に関する協定 

 

 愛媛県（以下「県」という。）及び愛媛県内の市町（以下「市町」という。）

は、災害時におけるトイレカー等（トイレカー、トイレトレーラー及びトイレ

コンテナをいう。以下同じ。）の相互応援について、次のとおり、協定を締結

する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、県内外において災害が発生した場合に、被災した市町

（以下「被災市町」という。）又は県外の自治体に対し、県及び市町が所有

するトイレカー等を迅速かつ円滑に派遣するために必要な事項について定め

るものとする。 

 

 （県内派遣の要請） 

第２条 被災市町は、トイレカー等の派遣を要請しようとするときは、次に掲

げる事項を明らかにして、文書により県に派遣を要請するものとする。 

 (１) 被害の状況 

 (２) 派遣の場所及び経路 

 (３) 応援を求める期間 

 (４) その他必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、被災市町は、県に派遣を要請するいとまがない

ときは、トイレカー等を所有する市町に直接派遣を要請することができる。

この場合において、被災市町は、後日速やかに当該要請の内容を県に報告す

るものとする。 

 

 （派遣の調整） 

第３条 県は、前条第１項の規定による要請を受けたときは、被害の状況等を

確認した上で、速やかにトイレカー等を所有する市町間の連絡調整を行い、

県が所有するトイレカー等を派遣し、又は応援可能な市町に派遣を要請する

ものとする。 

 

 （派遣の実施） 

第４条 第２条第２項又は前条の規定による要請を受けた市町は、可能な範囲

でトイレカー等を派遣するものとする。 

２ 県及び市町が派遣したトイレカー等は、原則として派遣を受けた被災市町

（以下「派遣先団体」という。）が運用するものとする。ただし、派遣先団



体による運用が困難な場合は、派遣先団体と当該トイレカー等を派遣した県

又は市町（以下「派遣元団体」という。）が協議の上、運用方法を定めるも

のとする。 

 

 （経費の負担） 

第５条 派遣に要した経費は、原則として派遣先団体が負担する。 

２ 被災市町において派遣に要した費用を支弁するいとまがない場合その他や

むを得ない事情がある場合には、派遣元団体は、当該被災市町の要請により、

当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 派遣に要した経費の負担について前２項の規定により難い場合は、これら

の規定にかかわらず、派遣先団体と派遣元団体が協議の上、定めるものとす

る。 

 

 （損害賠償及び求償） 

第６条 派遣元団体は、派遣先団体の交通事故等による損害賠償費用、派遣先

団体が故意若しくは過失によりトイレカー等を毀損し、若しくは亡失したこ

とによる原状回復費用又は派遣先団体が法令に違反したことにより生じた費

用を負担したときは、次に掲げる費用を除き、当該費用を派遣先団体に求償

することができる。 

 (１) 派遣元団体が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により補填

される費用 

 (２) 派遣元団体の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用 

 

 （県外への派遣） 

第７条 県外において災害が発生した場合に、県又は市町のトイレカー等を被

災した県外の自治体からの要請等により派遣しようとするときは、本協定以

外の協定に基づいて派遣する場合を除き、県がその調整を行うものとする。

この場合においては、第３条の規定を準用する。 

２ 第４条の規定は、前項の規定により県が調整を行う派遣の実施について準

用する。この場合において、同条第２項中「被災市町」とあるのは「被災し

た県外の自治体」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定による派遣に要した経費の負担については、当該派遣を受け

た県外の自治体と派遣元団体が協議の上、定めるよう努めるものとする。 

４ 市町は、本協定に基づくものを除き、県外の自治体にトイレカーを派遣し

た場合には、その内容を県に連絡するものとする。 

 



 （補則） 

第８条 この協定は、トイレカー等の派遣に関し、県及び市町が既に締結して

いる協定及び個別に締結する協定を妨げるものではない。 

２ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、

県及び市町が協議の上、定めるものとする。 

 

   附 則 

 この協定は、令和８年２月１２日から施行する。  



 この協定の締結を証するため、本協定書を２１通作成し、愛媛県知事及び各

市町長が記名押印して、各自その１通を保有する。 
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